
内
閣
衆
質
一
六
二
第
四
二
号

平
成
十
七
年
四
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
若
井
康
彦
君
提
出
二
〇
〇
五
年
三
月
二
〇
日
発
生
の
福
岡
県
西
方
沖
地
震
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
五
日
受
領

答

弁

第

四

二

号



衆
議
院
議
員
若
井
康
彦
君
提
出
二
〇
〇
五
年
三
月
二
〇
日
発
生
の
福
岡
県
西
方
沖
地
震
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

（
一
）
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日
に
、
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
地
震
調
査
委
員
会
が
公
表
し
た
「
全
国
を
概
観
し
た
地
震
動

予
測
地
図
」
の
う
ち
確
率
論
的
地
震
動
予
測
地
図
は
、
主
要
九
十
八
断
層
帯
で
発
生
す
る
地
震
や
海
溝
型
地
震
等
の
ほ
か
、

福
岡
県
西
方
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
の
よ
う
に
活
断
層
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
発
生
す
る
地
震
も
考
慮
し
て
、
地
図

上
の
各
地
域
に
お
い
て
、
今
後
の
一
定
期
間
内
に
強
い
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
る
可
能
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
玄
界
島
付
近

に
お
け
る
今
後
三
十
年
間
に
震
度
六
弱
以
上
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
る
確
率
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
な
っ
た
。

「
全
国
を
概
観
し
た
地
震
動
予
測
地
図
」
に
お
い
て
は
、
「
日
本
国
内
で
は
、
ど
こ
で
も
あ
る
程
度
の
規
模
の
被
害
を
伴

う
地
震
が
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
国
ど
こ
で
あ
っ
て
も
地
震
に
対
す
る
基
本
的
な
備
え
を

行
政
レ
ベ
ル
や
個
人
レ
ベ
ル
で
行
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
地
震
防
災
対
策
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

じ
ん

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二
条
の
規

一



じ
ん

定
に
基
づ
く
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
「
激
甚
災
害
指
定
基
準
」
（
昭
和
三
十

じ
ん

七
年
十
二
月
七
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
又
は
「
局
地
激
甚
災
害
指
定
基
準
」
（
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
中
央
防

災
会
議
決
定
）
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
被
害
状
況
の
調
査
の
結
果
等
に
基
づ
い
て
早
急
に
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の

じ
ん

じ
ん

見
込
額
等
を
算
定
し
、
お
尋
ね
の
災
害
が
「
激
甚
災
害
指
定
基
準
」
又
は
「
局
地
激
甚
災
害
指
定
基
準
」
を
満
た
す
災
害
か

否
か
判
断
を
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

二


